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*1 団体扱割引は16％です｡団体扱割引16％は､保険期間の始期日が2025年4月1日から2026年3月31日までの契約に適用されます｡割引率は､
団体の損害率等により毎年見直されます｡団体扱一時払は一般契約一時払に比べて5％割安です｡団体扱分割払は一般契約と異なり分割割増
がかからないので約5％割安となります｡

※上記割引率は､次のとおり､団体扱割引等を連算して算出しております｡
一時払の場合︓1ー｛(1ー団体扱割引･16％)×(1ー団体扱一時払割引分･5％)｝ 分割払の場合︓1ー｛(1ー団体扱割引･16％)÷(１＋一般契約分割割増分･5％)｝

●保険契約者は愛媛県内の学校生協組合員の方
●記名被保険者(＝ご契約のお車を主に使用される方)およびご契約のお車の所有者が保険契約者本人､保険契約者の配偶者(配偶者には
内縁の相手方および同性パートナーを含みます｡)､保険契約者またはその配偶者の同居の親族･別居の扶養親族のうちいずれかの方

①ご退職時に団体扱自動車保険契約にご加入されていた方 (継続してご加入いただくことが条件となります｡)
②地方公務員等共済組合年金が支給されている方､または受給資格のある方(証明書コピーをご提出願います｡)

※団体扱特約失効時の取扱いについては､代理店までお問い合わせください｡

他の保険会社､ＪＡ共済､
全労済等を含みます｡ただし､
一部の共済を除きます｡



愛媛県教育用品株式会社(愛媛県学校生協連合会内)
住所︓〒790-0823 愛媛県松山市清水町3-82
TEL︓089-925-0555
連絡時間帯︓平日9時〜17時(土日祝除く)

※当代理店は､ご提出いただいた個人情報を保険会社より委託を受けて行う損害保険の募集およびこれに付帯･関連するサービスの提供等に利用させて
いただくことがあります｡各保険会社における個人情報の取扱い等については､各保険会社のホームページをご参照ください｡

このチラシは自動車保険(団体扱)の概要についてご紹介したものです｡ご契約にあたっては､必ず｢重要事項説明書｣をよくお読みください｡また詳しい補
償内容については各社の｢ご契約のしおり(約款)｣に記載していますので､必要に応じて代理店にご請求ください｡ご不明な点等がある場合は､代理店まで
お問い合わせください｡

TEL︓089-925-0555 FAX︓089-924-4435 E-mail︓hoken@ehime-gakuseikyou.jp

ご自宅︓ ( )

職 場︓ ( )

□ 東京海上日動 □ 三井住友海上 □ 損保ジャパン □ 特に希望なし
※ご希望の保険会社がございましたらチェックしてください｡

□ あり (代理店名︓ ) □ 特になし

年 月 日


